
【 歳 入 】

【 歳 出 】 地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

443,028 209,967 106,626 0 19,906 106,529

27,803 0 11,108 9,856 1,077 5,762

1,058,319 461,502 102,555 250,387 38,394 205,481

166,088 133,063 3,006 12 4,724 25,283

1,695,238 804,532 223,295 260,255 64,101 343,055

282,581 10,735 5,627 0 41,913 224,306

332,784 0 42,950 0 45,631 244,203

151,655 15,419 52,647 0 13,160 70,429

767,020 26,154 101,224 0 100,704 538,938

1,709 0 54 1,037 97 521

166,088 114,777 6,198 8,657 5,740 30,716

10,183 2,251 659 953 995 5,325

18,406 5,200 611 30 1,978 10,587

81,538 0 27,528 34,706 3,039 16,265

44,975 6,871 76 446 5,917 31,665

322,899 129,099 35,126 45,829 17,766 95,079

2,785,157 959,785 359,645 306,084 182,571 977,072

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について（令和３年度決算）

　令和３年度上郡町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 182,571 千円

1,159,643 千円

財源内訳

特定財源 一般財源

　平成26年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％に、令和元年10月１日から10%に引き上げられたことに伴い、地方
消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

区分 事業名
令和３年度

決算額
国庫支出金 県支出金 その他

地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

障がい者福祉事業

高齢者福祉事業

子ども・子育て事業

その他福祉事業

小計

介護保険事業

後期高齢者医療事
業

国民健康保険事業

小計

健康増進事業

予防対策事業

母子保健事業

地域医療対策事業

医療費助成事業

その他保健衛生

小計

合計

社会福祉

社会保険

保健衛生


